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要
旨 本

稿
の
主
題
は
、
真
言
声
明
の
規
範
的
教
則
本
で
あ
る
『
魚
山
蠆
芥
集
』
の
成
立
過
程
の
解
明
で
あ
る
。 

『
魚
山
蠆
芥
集
』
は
、
真
言
声
明
の
主
要
曲
目
を
収
録
す
る
法
会
用
の
譜
本
で
あ
る
『
声
明
集
』
に
、

旋
律
や
音
価
の
表
記
ま
た
各
曲
目
の
曲
調
の
情
報
等
の
注
記
が
付
さ
れ
た
、
南
山
進
流
の
教
則
本
で
あ
り
、

現
在
で
も
真
言
宗
諸
山
で
使
用
さ
れ
て
い
る
。 

真
言
声
明
の
実
態
解
明
の
た
め
の
基
礎
研
究
と
し
て
、
本
論
考
で
は
、
真
言
声
明
の
規
範
的
教
則
本
で

あ
る
『
魚
山
蠆
芥
集
』
の
成
立
過
程
の
解
明
を
目
指
し
た
。 

従
来
の
『
魚
山
蠆
芥
集
』
の
研
究
は
『
魚
山
蠆
芥
集
』
編
纂
以
後
の
資
料
に
つ
い
て
の
考
究
が
中
心
で

あ
り
、
未
だ
高
野
山
に
大
進
上
人
流
が
流
入
し
て
か
ら
『
魚
山
蠆
芥
集
』
が
成
立
す
る
に
至
る
ま
で
の
経

緯
を
中
心
に
扱
っ
た
研
究
は
存
在
し
な
い
。 

本
稿
で
は
特
に
、
口
伝
書
類
に
現
れ
た
大
進
上
人
流
流
入
以
後
の
高
野
山
の
声
明
の
系
譜
に
つ
い
て
情

報
と
、
『
魚
山
蠆
芥
集
』
の
先
駆
資
料
で
あ
る
『
声
明
集
』
の
関
連
性
を
絶
え
ず
意
識
し
考
究
を
行
っ
た
。

こ
れ
ら
の
資
料
が
有
機
的
な
繋
が
り
の
中
で
語
ら
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
『
声
明
集
』
諸
本
の
立
ち
位
置
が

定
ま
り
、
そ
れ
に
よ
っ
て
『
魚
山
蠆
芥
集
』
成
立
ま
で
の
南
山
進
流
の
具
体
的
な
伝
承
過
程
が
解
明
さ
れ

る
と
考
え
た
。 

第
一
章
で
は
、
『
魚
山
蠆
芥
集
』
の
基
本
的
情
報
と
当
本
に
関
わ
る
事
柄
に
つ
い
て
概
観
し
た
。 

第
一
節
で
は
、
『
魚
山
蠆
芥
集
』
の
資
料
及
び
智
生
房
長
恵
（
一
四
五
六
～
一
五
二
四
）
の
『
魚
山
蠆

芥
集
』
の
撰
述
か
ら
『
魚
山
蠆
芥
集
』
の
刊
行
ま
で
の
経
緯
を
ま
と
め
た
。
『
魚
山
蠆
芥
集
』
は
最
初
、

甲
乙
二
巻
本
と
し
て
明
応
五
年
（
一
五
九
六
）
に
長
恵
に
よ
っ
て
編
纂
さ
れ
た
と
い
う
の
が
通
説
で
あ
る
。

し
か
し
、
こ
の
原
本
は
存
在
せ
ず
に
、
書
写
年
代
を
別
に
す
る
甲
巻
と
乙
巻
の
二
本
の
写
本
が
存
在
す
る
。

最
初
に
著
さ
れ
た
『
魚
山
蠆
芥
集
』
は
、
長
恵
が
自
ら
こ
れ
ら
を
合
本
し
た
も
の
で
あ
る
と
、
先
行
研
究

で
も
み
な
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
後
、
長
恵
は
、
永
正
十
四
年
（
一
五
一
七
年
）
に
『
魚
山
蠆
芥
集
』
を
三

巻
本
に
再
治
し
た
。
十
六
世
紀
の
後
半
に
な
る
と
、
順
良
房
朝
意
（
一
五
一
八
～
一
五
九
九
）
が
こ
の
三

巻
本
の
再
治
本
を
幾
度
も
書
写
し
た
。
さ
ら
に
こ
の
朝
意
の
書
写
し
た
三
巻
本
の
再
治
本
を
底
本
と
し
て

江
戸
期
の
正
保
三
年
（
一
六
四
六
）
に
『
魚
山
蠆
芥
集
』
が
刊
行
さ
れ
た
と
さ
れ
る
。
な
お
、
本
稿
で
は

『
魚
山
蠆
芥
集
』
の
成
立
を
、
長
恵
が
三
巻
本
の
『
魚
山
蠆
芥
集
』
を
撰
述
し
終
え
た
時
点
と
し
た
。
ま

た
、
長
恵
の
自
筆
の
『
魚
山
蠆
芥
集
』
は
現
存
し
な
い
の
で
、
朝
意
の
書
写
本
の
中
で
も
最
古
の
「
永
禄

七
年
本
」
を
本
稿
で
用
い
た
。 

第
二
節
で
は
、
『
魚
山
蠆
芥
集
』
を
撰
述
し
た
長
恵
と
当
書
の
普
及
の
礎
を
築
い
た
朝
意
に
つ
い
て
論

じ
た
。
長
恵
は
法
儀
に
お
け
る
有
識
者
・
権
威
者
で
あ
っ
た
と
推
定
し
た
。
一
方
、
朝
意
は
、
高
野
山
に

お
け
る
三
傑
と
称
さ
れ
る
存
在
で
あ
っ
た
が
、
さ
ら
に
『
魚
山
蠆
芥
集
』
の
み
な
ら
ず
「
秘
讃
」
「
乞
戒

声
明
」
「
大
阿
闍
梨
声
明
」
か
ら
な
る
「
三
重
の
許
可
」
と
称
さ
れ
る
声
明
の
最
極
の
伝
授
も
行
っ
て
い

た
重
要
人
物
で
あ
る
こ
と
を
突
き
と
め
た
。 

第
三
節
か
ら
第
七
節
に
お
い
て
は
『
魚
山
蠆
芥
集
』
の
内
容
に
つ
い
て
概
観
し
た
。
す
な
わ
ち
、
第
三

節
で
は
、
曲
目
・
曲
順
、
第
四
節
で
は
、
曲
調
、
第
五
節
で
は
博
士
・
旋
律
・
仮
名
、
第
六
節
で
は
注
記
、

第
七
節
で
は
、
「
音
律
開
合
名
目
」
に
つ
い
て
そ
れ
ぞ
れ
概
要
を
確
認
し
た
。 

以
上
の
よ
う
な
準
備
を
し
た
後
に
、
第
二
章
か
ら
第
四
章
に
お
い
て
、
『
魚
山
蠆
芥
集
』
の
成
立
過
程

を
初
期
・
中
期
・
後
期
に
分
け
て
考
察
し
た
。 

第
二
章
で
は
初
期
、
す
な
わ
ち
、
大
進
上
人
流
が
高
野
山
に
伝
来
し
て
か
ら
『
声
明
集
』
の
基
本
構
造

が
確
定
す
る
ま
で
の
間
に
つ
い
て
論
じ
た
。
具
体
的
な
年
代
は
、
正
等
房
勝
心
（
～
一
一
一
八
～
一
二
三



2 
 

七
～
）
が
大
進
上
人
流
の
本
拠
地
の
移
転
の
要
請
の
手
紙
を
中
川
慈
業
（
～
一
二
四
三
以
降
）
に
送
っ
た

と
さ
れ
る
嘉
禎
元
年
（
一
二
三
五
）
か
ら
、
重
弘
（
～
一
三
五
九
）
が
示
寂
し
た
正
平
十
四
年
（
一
三
五

九
）
ま
で
に
設
定
し
た
。 

第
一
節
で
は
、
十
五
世
紀
末
に
撰
述
さ
れ
た
『
声
決
書
』
と
『
声
実
抄
』
に
よ
っ
て
、
初
期
の
南
山
進

流
の
実
態
に
つ
い
て
考
察
し
た
。
ま
た
、
初
期
に
お
け
る
『
声
明
集
』
の
存
在
に
つ
い
て
も
検
討
を
行
っ

た
。
『
声
決
書
』
に
よ
れ
ば
、
南
山
進
流
は
最
初
期
の
観
験
（
～
一
一
八
二
～
一
二
一
八
～
）
の
頃
に
一

流
と
し
て
興
っ
た
。
そ
の
後
、
南
山
進
流
は
次
第
に
独
立
し
、
覚
証
院
方
、
金
剛
三
昧
院
方
、
東
南
院
方

の
三
流
に
分
か
れ
た
と
さ
れ
る
。
さ
ら
に
、
こ
の
中
の
覚
証
院
方
は
、
重
弘
以
後
に
お
い
て
二
系
統
に
分

か
れ
た
と
さ
れ
る
。
な
お
、
こ
の
二
系
統
を
便
宜
的
に
慈
鏡
系
と
隆
法
系
と
そ
れ
ぞ
れ
名
付
け
た
。
一
方
、

『
声
実
抄
』
に
は
、
観
験
が
勝
心
に
大
進
上
人
流
を
附
属
し
た
こ
と
は
記
さ
れ
て
い
た
が
、
覚
証
院
院
方
、

金
剛
三
昧
院
方
、
東
南
院
方
の
三
流
に
つ
い
て
直
接
的
な
言
及
は
な
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
。
さ
ら
に
、

『
声
決
書
』
の
覚
証
院
方
が
重
弘
か
ら
二
系
統
に
分
か
れ
た
と
す
る
事
項
に
も
触
れ
て
い
な
い
。
ま
た
、

『
声
実
抄
』
に
は
、
覚
意
（
一
二
三
七
～
一
二
九
三
～
）
の
師
で
も
あ
る
般
若
房
定
意
（
十
二
世
紀
末
～

十
三
世
紀
前
半
頃
）
と
宝
蓮
房
祐
真
（
十
三
世
紀
前
半
頃
）
に
関
す
る
記
述
が
多
く
み
ら
れ
た
。
さ
ら
に

『
声
実
抄
』
か
ら
、
十
四
世
紀
の
後
半
に
は
、
般
若
房
定
意
及
び
宝
蓮
房
祐
真
の
自
筆
の
『
声
明
集
』
が

そ
れ
ぞ
れ
存
在
し
て
い
た
こ
と
が
推
定
で
き
た
。
ま
た
、
初
期
の
南
山
進
流
は
、
相
応
院
流
に
対
し
て
は

強
い
対
抗
意
識
を
有
し
て
い
た
が
、
声
明
家
個
々
の
差
異
が
強
く
、
一
流
派
と
し
て
の
統
一
性
が
低
か
っ

た
こ
と
も
明
ら
か
に
す
る
こ
と
が
で
き
た
。
ま
た
、
『
声
決
書
』
が
主
張
す
る
よ
う
な
独
立
性
の
強
い
覚

証
院
方
・
金
剛
三
昧
院
方
・
東
南
院
方
の
三
流
が
十
三
世
紀
の
後
半
に
分
立
し
て
い
た
と
は
考
え
ら
れ
ず
、

こ
の
三
流
は
、
初
期
か
ら
中
期
に
か
け
て
徐
々
に
独
自
の
声
明
を
伝
え
る
流
派
と
し
て
形
成
さ
れ
て
い
っ

た
と
推
定
し
た
。 

第
二
節
で
は
、
『
魚
山
蠆
芥
集
』
の
記
譜
の
根
幹
を
な
す
「
覚
意
の
五
音
博
士
」
を
考
案
し
た
覚
意
の

功
績
に
つ
い
て
検
証
し
た
。 

ま
ず
、
第
一
項
で
は
、
覚
意
が
、
観
験
系
大
進
上
人
流
と
慈
業
系
大
進
上
人
流
の
両
系
統
に
位
置
付
け

ら
れ
る
こ
と
を
明
ら
か
に
し
、
こ
の
慈
業
系
大
進
上
人
流
を
醍
醐
寺
で
相
伝
し
た
こ
と
を
推
定
し
た
。 

第
二
項
で
は
、
覚
意
は
「
覚
意
の
五
音
博
士
」
の
考
案
者
と
し
て
の
み
な
ら
ず
、
声
明
に
関
わ
る
様
々

な
事
柄
に
精
通
し
た
達
匠
と
し
て
評
価
さ
れ
て
い
た
可
能
性
が
あ
る
こ
と
を
論
じ
た
。 

第
三
項
で
は
「
覚
意
の
五
音
博
士
」
以
前
、
高
野
山
で
、
大
進
上
人
宗
観
（
～
一
一
一
五
～
）
の
記
譜

法
を
伝
え
る
慈
業
系
大
進
上
人
流
の
記
譜
法
や
醍
醐
流
の
任
賢
（
～
一
一
八
七
～
一
二
一
八
）
以
降
に
発

展
し
た
記
譜
法
が
使
用
さ
れ
て
い
た
可
能
性
、
ま
た
は
、
そ
れ
ら
に
類
似
し
た
別
の
記
譜
法
が
存
在
し
た

可
能
性
に
つ
い
て
論
じ
た
。
そ
の
結
果
、
当
時
の
高
野
山
に
は
独
自
な
記
譜
法
が
存
在
し
て
お
ら
ず
、
ま

た
「
五
音
」
が
使
わ
れ
る
以
前
に
は
笛
の
音
孔
名
が
使
用
さ
れ
て
い
た
こ
と
が
明
ら
か
に
な
っ
た
。 

第
四
項
で
は
、
高
野
山
特
有
の
記
譜
法
が
存
在
し
て
い
な
か
っ
た
状
況
下
に
お
け
る
、
覚
意
に
よ
る
新

た
な
記
譜
法
の
考
案
に
つ
い
て
論
じ
た
。 

第
三
節
で
は
、
覚
意
が
五
音
を
付
す
以
前
の
「
秘
讃
」
の
声
明
譜
を
特
定
し
、
そ
の
声
明
譜
と
覚
意
の

五
音
博
士
が
付
さ
れ
た
声
明
譜
が
一
致
を
す
る
こ
と
を
示
し
、
覚
意
が
五
音
博
士
を
考
案
し
た
こ
と
を
確

認
し
た
。 

第
四
節
で
は
、
ま
ず
、
称
名
寺
所
蔵
の
二
本
の
『
声
明
集
』
の
う
ち
の
「
称
名
寺
本
ａ
」
を
初
期
の
覚

意
系
の
『
声
明
集
』
で
あ
る
と
断
定
し
た
。
も
う
一
本
の
「
称
名
寺
本
ｂ
」
は
相
応
院
流
の
『
法
則
集
』

を
覚
意
の
五
音
博
士
に
翻
譜
し
た
も
の
で
あ
る
と
推
定
し
た
。
さ
ら
に
、
「
文
保
二
年
本
」
は
隆
然
の
系
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統
の
『
声
明
集
』
で
あ
る
可
能
性
を
指
摘
し
た
。
ま
た
、
「
称
名
寺
本
ａ
」
と
「
文
保
二
年
本
」
そ
れ
ぞ

れ
の
博
士
の
骨
格
を
『
魚
山
蠆
芥
集
』
と
対
照
し
、
『
魚
山
蠆
芥
集
』
の
基
本
的
構
造
が
文
保
二
年
の
時

点
で
出
来
上
が
っ
て
い
た
こ
と
を
解
明
し
た
。 

次
に
『
声
実
抄
』
に
み
ら
れ
る
般
若
房
・
宝
蓮
房
の
博
士
の
骨
格
と
「
称
名
寺
本
ａ
」
・
「
文
保
二
年

本
」
の
博
士
の
骨
格
と
の
比
較
対
照
を
行
い
、
覚
意
系
の
「
称
名
寺
本
ａ
」
と
「
文
保
二
年
本
」
は
宝
蓮

房
祐
真
よ
り
も
般
若
房
定
意
の
記
譜
の
影
響
を
受
け
て
い
る
可
能
性
が
あ
る
こ
と
を
明
ら
か
に
し
た
。 

以
上
の
よ
う
に
、
初
期
に
覚
意
が
「
覚
意
の
五
音
博
士
」
を
考
案
し
て
以
後
、
「
覚
意
の
五
音
博
士
」

は
急
速
に
広
ま
り
、
十
四
世
紀
の
初
頭
に
は
「
覚
意
の
五
音
博
士
」
を
使
っ
た
『
声
明
集
』
が
成
立
し
、

『
魚
山
蠆
芥
集
』
の
基
本
的
構
造
が
確
定
し
た
の
で
あ
り
、
こ
れ
は
、
覚
意
の
功
績
に
よ
る
も
の
と
評
価

し
た
。 

第
三
章
で
は
、
『
魚
山
蠆
芥
集
』
の
成
立
過
程
中
期
に
つ
い
て
考
察
を
行
っ
た
。 

な
お
、
『
声
明
集
』
の
基
本
構
造
が
確
定
し
、
重
弘
が
示
寂
し
た
正
平
十
四
年
（
一
三
五
九
）
か
ら
、

文
明
四
年
（
一
四
七
二
）
の
『
声
明
集
』
刊
行
以
前
ま
で
を
、
中
期
に
設
定
し
た
。
こ
の
時
期
に
は
、
覚

証
院
方
が
二
系
統
に
分
か
れ
多
様
な
『
声
明
集
』
や
口
伝
書
が
登
場
し
、
「
文
明
四
年
版
」
刊
行
の
道
筋

が
作
ら
れ
た
。 

第
一
節
で
は
、
中
期
の
『
声
明
集
』
諸
本
を
、
曲
目
・
曲
順
と
博
士
の
骨
格
を
比
較
検
討
す
る
こ
と
に

よ
り
、
三
系
統
に
分
類
し
、
そ
れ
ぞ
れ
の
系
譜
の
特
定
を
目
指
し
た
。
そ
の
結
果
、
「
康
正
二
年
本
」
と

『
声
明
集
隆
法
口
伝
』
を
覚
証
院
方
の
隆
法
系
の
『
声
明
集
』
に
、
「
永
享
六
年
本
」
と
「
永
享
十
年
本
」

を
同
じ
覚
証
院
方
の
慈
鏡
系
の
『
声
明
集
』
に
位
置
付
け
る
こ
と
が
で
き
た
。
ま
た
、
「
応
永
三
年
本
」

を
覚
証
院
方
に
属
さ
ず
覚
意
系
を
伝
承
し
た
可
能
性
が
あ
る
『
声
明
集
』
と
み
な
し
た
。
さ
ら
に
、
隆
法

系
よ
り
も
慈
鏡
系
の
『
声
明
集
』
が
、
二
系
統
に
分
か
れ
る
以
前
の
覚
証
院
方
の
声
明
を
よ
り
多
く
継
承

し
て
い
る
こ
と
を
突
き
と
め
た
。
ま
た
、
こ
の
慈
鏡
系
と
隆
然
系
『
声
明
集
』
の
存
在
を
確
認
で
き
た
こ

と
に
よ
っ
て
、
今
ま
で
疑
問
視
さ
れ
て
き
た
、
覚
証
院
方
が
二
系
統
に
分
か
れ
た
こ
と
を
伝
え
る
『
声
決

書
』
の
信
憑
性
を
高
め
る
こ
と
が
で
き
た
。 

第
二
節
で
は
、
『
魚
山
蠆
芥
集
』
編
纂
に
大
き
な
影
響
を
与
え
た
と
さ
れ
る
『
声
明
集
私
案
記
』
の
概

要
と
資
料
に
つ
い
て
確
認
し
た
。
今
ま
で
明
ら
か
に
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
『
声
明
集
私
案
記
』
の
成
立
年

代
を
応
永
二
年
（
一
三
九
五
）
か
ら
応
永
二
十
年
（
一
四
一
三
）
に
設
定
し
た
。
ま
た
、
『
声
明
集
』
所

収
の
曲
の
全
て
の
詞
章
に
つ
い
て
、
『
声
明
集
私
案
記
』
が
何
等
か
の
言
及
し
て
い
る
箇
所
を
す
べ
て
精

査
し
、
『
声
明
集
』
の
詞
章
の
総
数
の
う
ち
の
お
よ
そ
三
割
四
分
に
『
声
明
集
』
が
指
南
を
付
し
て
い
た

こ
と
、
さ
ら
に
、
そ
の
中
で
旋
律
、
つ
ま
り
博
士
の
実
際
の
唱
法
に
つ
い
て
の
指
南
が
六
割
程
度
を
し
め

て
い
た
こ
と
を
突
き
と
め
た
。 

第
三
節
で
は
、
『
声
明
集
私
案
記
』
が
覚
証
院
方
の
慈
鏡
系
の
『
声
明
集
』
に
依
拠
し
て
成
立
し
た
こ

と
を
突
き
と
め
た
。
ま
た
、
隆
然
系
の
「
文
保
二
年
本
」
と
慈
鏡
系
の
「
永
享
十
年
本
」
も
『
声
明
集
私

案
記
』
の
本
説
の
博
士
を
多
く
採
用
し
て
い
る
こ
と
も
確
認
し
た
。 

第
四
節
で
は
、
『
声
明
集
私
案
記
』
の
覚
証
院
と
東
南
院
、
衆
徒
方
と
金
剛
三
昧
院
と
を
対
比
し
た
記

述
か
ら
、
『
声
明
集
私
案
記
』
の
流
派
観
に
つ
い
て
考
察
し
た
。 

 

そ
の
結
果
、
覚
証
院
方
と
同
じ
進
流
で
は
あ
る
が
、
東
南
院
方
と
金
剛
三
昧
院
方
と
い
う
「
了
栄
房
ノ

非
節
」
や
「
樹
下
ノ
座
様
」
と
呼
ば
れ
る
好
ま
し
く
な
い
独
自
の
唱
法
を
持
つ
二
系
統
の
声
明
の
支
流
派

が
存
在
し
て
い
た
と
、
『
声
明
集
私
案
記
』
が
認
識
し
て
い
た
こ
と
が
明
ら
か
に
な
っ
た
。
た
だ
し
、
高

野
山
上
で
実
質
的
に
独
立
し
た
流
派
と
し
て
存
在
し
て
い
た
の
は
南
山
進
流
と
相
応
院
流
で
あ
り
、
覚
証
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院
方
・
東
南
院
方
・
金
剛
三
昧
院
方
等
は
あ
く
ま
で
進
流
の
な
か
の
支
流
派
に
過
ぎ
な
い
と
認
識
さ
れ
て

い
た
こ
と
も
明
ら
か
と
な
っ
た
。
ま
た
、
進
流
に
対
抗
す
る
他
流
派
と
し
て
相
応
院
流
が
強
く
意
識
さ
れ

て
い
た
こ
と
も
判
明
し
た
。 

以
上
の
よ
う
に
、
中
期
に
は
、
同
じ
基
本
的
構
造
を
持
つ
、
覚
証
院
方
の
『
声
明
集
』
と
、
非
覚
証
院

方
で
覚
意
系
の
可
能
性
の
あ
る
『
声
明
集
』
が
成
立
し
、
同
じ
覚
証
院
方
で
も
、
隆
然
の
伝
承
を
保
持
し

続
け
た
保
守
的
な
慈
鏡
系
と
、
隆
然
の
伝
承
か
ら
距
離
を
置
き
出
し
た
革
新
的
な
隆
法
系
の
覚
証
院
方
が

併
存
し
て
お
り
、
そ
の
よ
う
な
、
状
況
に
お
い
て
慈
鏡
系
の
覚
証
院
方
に
お
い
て
『
声
明
集
私
案
記
』
が

作
成
さ
れ
た
こ
と
を
明
ら
か
に
し
た
。 

第
四
章
で
は
、
『
魚
山
蠆
芥
集
』
の
成
立
過
程
後
期
に
つ
い
て
考
察
を
行
っ
た
。
こ
こ
で
は
、
『
声
明

集
』
の
刊
行
か
ら
『
魚
山
蠆
芥
集
』
の
成
立
ま
で
に
つ
い
て
論
じ
た
。 

第
一
節
で
は
、
ま
ず
版
本
の
「
文
明
四
年
版
」
の
『
声
明
集
』
が
、
中
期
の
隆
法
系
の
「
康
正
二
年
本
」

を
祖
本
と
し
て
い
る
こ
と
を
確
定
し
、
「
文
明
四
年
版
」
の
刊
行
ま
で
に
慈
鏡
系
の
覚
証
院
方
は
衰
退
し

た
で
あ
ろ
う
と
推
定
し
た
。
次
に
「
文
明
四
年
版
」
と
『
魚
山
蠆
芥
集
』
の
基
本
構
造
（
曲
目
・
曲
順
と

博
士
の
骨
格
）
が
同
じ
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
長
恵
は
「
文
明
四
年
版
」
を
底
本
と
し
、
そ
の
他
の
『
声
明

集
』
を
対
校
し
て
『
魚
山
蠆
芥
集
』
の
骨
格
を
決
定
し
た
可
能
性
が
あ
る
こ
と
を
指
摘
し
た
。
ま
た
、

『
魚
山
蠆
芥
集
』
は
博
士
の
骨
格
に
関
し
て
は
『
声
明
集
私
案
記
』
か
ら
影
響
を
受
け
て
い
な
い
こ
と
も

確
認
し
た
。 

次
に
、
第
二
節
で
は
『
魚
山
蠆
芥
集
』
の
成
立
に
関
わ
る
問
題
に
つ
い
て
考
察
を
行
っ
た
。
ま
ず
、

『
声
明
集
私
案
記
』
に
基
づ
い
て
編
纂
し
た
と
自
ら
謳
う
『
魚
山
蠆
芥
集
』
の
『
声
明
集
私
案
記
』
の
受

用
の
実
態
に
つ
い
て
明
ら
か
に
す
る
た
め
に
、
『
声
明
集
私
案
記
』
が
旋
律
（
博
士
の
実
際
の
唱
法
）
に

つ
い
て
言
及
し
て
い
る
計
六
百
八
十
八
箇
所
の
指
南
と
『
魚
山
蠆
芥
集
』
の
旋
律
を
比
較
し
、
さ
ら
に
隆

然
系
の
「
文
保
二
年
本

」
、

慈
鏡
系
の
「
永
享
六
年
本

」
、

隆
法
系
の
『
声
明
集
隆
法
口
伝
』
の
そ
れ
ぞ

れ
の
旋
律
と
も
対
照
し
た
。
そ
の
結
果
、
慈
鏡
系
の
「
永
享
六
年
本
」
が
『
声
明
集
私
案
記
』
と
同
一
の

旋
律
を
有
す
る
割
合
が
高
く
、
『
魚
山
蠆
芥
集
』
は
隆
法
系
の
『
声
明
集
隆
法
口
伝
』
に
近
い
こ
と
が
判

明
し
た
。 

 

次
に
、
『
魚
山
蠆
芥
集
』
の
指
南
の
な
か
で
、
何
ら
か
の
典
拠
が
あ
る
と
思
わ
れ
る
す
べ
て
の
箇
所
を

精
査
し
、
『
声
明
集
私
案
記
』
の
指
南
を
五
十
四
例
抽
出
し
た
。
そ
れ
ら
を
、
受
用
の
仕
方
を
基
準
に
、

三
つ
に
分
類
し
比
較
検
討
し
た
。
そ
の
結
果
、
『
魚
山
蠆
芥
集
』
の
唱
法
と
慈
鏡
系
の
『
声
明
集
私
案
記
』

の
指
南
に
は
、
あ
る
程
度
の
相
違
が
生
じ
て
い
た
が
、
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
長
恵
は
、
『
声
明
集
私
案

記
』
を
隆
然
に
よ
っ
て
著
さ
れ
た
覚
証
院
方
の
正
統
な
口
伝
書
と
し
て
位
置
付
け
、
『
魚
山
蠆
芥
集
』
の

正
統
性
を
主
張
す
る
た
め
に
、
『
声
明
集
私
案
記
』
の
指
南
を
多
数
『
魚
山
蠆
芥
集
』
に
掲
載
し
た
。

『
魚
山
蠆
芥
集
』
が
『
声
明
集
私
案
記
』
を
こ
の
よ
う
な
態
度
を
も
っ
て
受
用
し
た
こ
と
が
明
ら
か
に
な

っ
た
。 

な
お
、
こ
の
よ
う
な
受
用
の
態
度
か
ら
、
『
魚
山
蠆
芥
集
』
成
立
当
時
に
『
声
明
集
私
案
記
』
つ
ま
り

慈
鏡
系
の
伝
承
が
衰
退
し
て
い
た
こ
と
が
浮
か
び
上
が
っ
て
き
た
。 

次
に
、
『
声
明
集
私
案
記
』
の
指
南
か
ら
、
進
流
と
相
応
院
流
と
を
対
比
し
た
二
十
三
の
指
南
と
、
覚

証
院
と
東
南
院
を
対
比
し
た
三
箇
の
指
南
、
衆
徒
方
と
金
剛
三
昧
院
と
を
対
比
し
た
四
箇
の
指
南
、
計
三

十
の
指
南
を
抽
出
し
た
。
そ
の
結
果
に
基
づ
き
、
長
恵
の
時
代
の
高
野
山
で
は
、
相
応
院
流
の
影
響
力
が

『
声
明
集
私
案
記
』
が
成
立
し
た
頃
に
比
べ
て
大
分
弱
ま
っ
て
い
た
こ
と
。
し
か
し
、
長
恵
の
時
代
の
高

野
山
に
は
、
覚
証
院
方
の
唱
法
と
は
区
別
さ
れ
る
東
南
院
方
と
金
剛
三
昧
院
方
の
独
自
の
声
明
が
存
在
し
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て
い
た
こ
と
。
こ
の
よ
う
な
状
況
の
中
で
、
長
恵
は
『
声
明
集
私
案
記
』
の
多
く
の
指
南
を
『
魚
山
蠆
芥

集
』
に
掲
載
し
、
覚
証
院
方
の
派
祖
で
あ
る
隆
然
が
著
し
た
と
さ
れ
る
『
声
明
集
私
案
記
』
の
指
南
を
伝

え
よ
う
と
し
た
こ
と
を
論
じ
た
。 

最
後
に
、
『
魚
山
蠆
芥
集
』
に
伝
わ
っ
た
『
声
明
集
私
案
記
』
以
外
の
資
料
や
人
物
の
指
南
を
五
十
七

抽
出
し
、
『
魚
山
蠆
芥
集
』
の
『
声
明
集
私
案
記
』
以
外
か
ら
の
影
響
に
つ
い
て
も
探
っ
た
。
そ
の
結
果
、

長
恵
は
『
声
明
集
私
案
記
』
以
外
の
『
声
明
集
』
や
口
伝
書
、
な
か
で
も
『
声
明
集
隆
法
口
伝
』
及
び
覚

証
院
方
の
正
嫡
で
あ
る
師
の
快
助
か
ら
多
く
の
指
南
を
得
て
『
魚
山
蠆
芥
集
』
を
撰
述
し
て
い
た
こ
と
が

明
ら
か
に
な
っ
た
。
こ
の
こ
と
か
ら
、
長
恵
は
、
隆
法
―
重
仙
―
快
助
の
系
譜
に
連
な
る
人
物
で
あ
る
こ

と
の
確
証
が
得
ら
れ
た
。
す
な
わ
ち
、
長
恵
が
隆
法
系
の
覚
証
院
方
の
範
疇
に
お
い
て
『
魚
山
蠆
芥
集
』

を
撰
述
し
た
の
で
あ
る
。 

 

以
上
の
よ
う
に
本
稿
は
、
高
野
山
に
大
進
上
人
流
が
流
入
し
て
か
ら
『
魚
山
蠆
芥
集
』
が
成
立
す
る
に

至
る
ま
で
を
初
期
・
中
期
・
後
期
の
三
期
に
分
け
、
『
声
明
集
』
や
『
声
明
集
私
案
記
』
『
声
明
集
隆
法

口
伝
』
等
の
口
伝
書
類
の
諸
資
料
を
『
魚
山
蠆
芥
集
』
と
比
較
対
照
す
る
こ
と
に
よ
り
、
『
魚
山
蠆
芥
集
』

の
成
立
過
程
を
解
明
し
た
も
の
で
あ
る
。 

 


